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ときわ台の景観を守る会 

    ときわ台まちづくり委員会 

  代 表  鈴木博之 近藤洋子 

事務局  島田晴子 tel・fax  3960‐3869 

ざ 

振
込
用
紙
で
の
協
力
金
お
願
い
の

開
始
か
ら
二
週
間
あ
ま
り
で
の
結
果

は
左
記
の
通
り
。
素
晴
ら
し
い
！ 

こ
の
数
は
、
時
間
切
れ
で
裁
判
に

踏
み
切
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情

も
あ
り
、
皆
様
の
ご
意
見
に
つ
い
て

十
分
な
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
私
た

ち
を
勇
気
付
け
る
に
余
り
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。 

世
田
谷
で
も
環
境
破
壊
の
マ
ン
シ

ョ
ン
に
訴
訟
の
件
が
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
私
た
ち
の
行
動
は
間
違
っ
て
は

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

振
込
用
紙
に
書
い
て
い
た
だ
い
た

ご
意
見
の
一
部
を
紹
介
す
る
。 

 

常
盤
台
が 

東
京
都
の
「
お
し
ゃ
れ
な 

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
」
の

指
定
地
区
に
内
定
！ 

ま
だ
都
か
ら
の
正
式
発
表
は

な
い
が
、
内
々
で
下
準
備
を

進
う
ね
ん
め
て
い
る
。 

○ 上野 泰“あかり展” 

        in ときわ台 
１０月２日（金）～１０月４日（日） 

 午後４：００～７：００ 
 

練馬区向山で、まちづくりに取り組んで

いる上野泰さんは、インテリアデザイナー

としても有名です。 

この度、常盤台でも個展を開いていただ

くことになりました。会場は１丁目の S さ

ん宅の予定です。詳細は次号で。ご期待下

さい。 

○ バザーのお知らせ 
 

８月３０日（日）１０時～３時 
 

いつもの一・二丁目町会事務所の前でバザー

をしますので、選挙の行き帰りにお立ち寄り

下さい。 

提供品は前日の８月２９日（土）１～３時 

にお持ちより下さい。衣料品は新品かそれに

近いものをお願いします。 

 

○ 藤和マンション行政訴訟 

第３回口頭弁論のお知らせ  
 

 ８月２７日（木）１１時００分 

  於 ５２２号法廷（東京地裁） 
 

いま双方の弁護士間で準備書面や反論のや

り取りが行われています。 

全国各地で起きている建築紛争は、建築基準

法や開発計画の見直し運動に発展しています。   

にも拘らず、売れもしないマンションは依然

として建築が続いています。この建築行政の失

敗のつけは必ず近い将来やって来るでしょう。

その時誰が責任を取るのでしょうか。必ず取ら

せたいものです。 

 藤和マンション問題も、完成している建物を

見ると虚しい限りですが、常盤台の住民が諦め

ないで抗議し続けていることが、他の住民を勇

気付けているし、実際に世の中が変わりつつあ

るではないか、と弁護士さんからは励まされて

います。 

 今回も多数の傍聴を宜しくお願いします。 

○ 街路樹は要らない？！ 
 

常盤台の１丁目と２丁目を分けるバス通り

は、夏の間自然と避けてしまう道です。なぜな

ら真南に向かう道なので、もろに暑い太陽光を

あびるからです。並木として百日紅が植えられ

ていますが、なぜかいつまでも貧弱で、このギ

ラギラした光線を少しもさえぎってはくれませ

ん。ちょっと遠回りでもプラタナスの木陰がや

さしいプロムナードを選んでしまいます。 

某「まちづくり講座」に参加していた学生の

一人が「僕たち昼間は学校やアルバイトに行っ

ているし、朝出て夕方や夜帰るだけだから、街

路樹とか緑が大切って言われても関係ないです

から」と言うのです。良い住宅地とは、自然を

いかに上手に取り込むかによって決まるという

ことを知らないのでしょうか。何よりも自分に

関係があるかないかで物事の尺度を決め、自分

がいつかは木陰の必要性を痛感する老年になる

ことや、自分以外の人々のライフスタイルに対

する想像力の欠如に呆然としてしまいました。 

CO2 削減とか酸素供給などの問題は言わずも

がなのこと、小さな町レベルでも、緑の減少は

大問題です。住民も行政も安易に木を切らない

で！常盤台の良さがどこにあるのかを考えて！

と言いたいのですが・・・。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定
例
会 

九
月
十
二
日
（
土
）
七
時
～ 

 
 
 
 

 
 
 
 

一
・
二
丁
目
町
会
事
務
所 

 
 
 
 

   
 

 
常
盤
台
公
園
の
花
づ
く
り 

 

Ｎ
さ
ん
が
ド
ン
グ
リ
や
コ
ナ
ラ
の
実
か
ら

苗
を
作
り
ま
し
た
。
植
え
た
い
方
に
差
し
上

げ
た
い
と
の
こ
と
で
す
。
た
だ
、
大
き
く
な

る
木
な
の
で
、
植
え
場
所
は
よ
く
考
え
て
下

さ
い
。 

先
日
お
知
ら
せ
し
た
Ｔ
さ
ん
の
着
生
蘭

は
、
数
人
か
ら
希
望
が
あ
り
、
い
く
つ
か
は

公
園
の
木
に
付
け
ま
し
た
。
来
年
五
＊
六
月

ご
ろ
樹
の
上
を
注
意
し
て
見
て
下
さ
い
。
ピ

ン
ク
の
可
愛
い
花
が
咲
い
て
い
る
は
ず
で

す
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
街
路
樹
は
、
ど
の
木

に
も
見
事
な
着
生
ラ
ン
が
咲
い
て
い
る
と

か
。 今

図
書
館
の
そ
ば
で
咲
い
て
い
る
紫
色
の

合
弁
花
を
、
ア
サ
ギ
リ
ソ
ウ
と
間
違
え
て
い

た
こ
と
を
以
前
に
書
き
ま
し
た
。
本
当
は
シ

ホ
ウ
カ
ま
た
は
シ
ホ
ウ
ゲ
と
そ
の
時
書
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調

べ
る
と
、
ど
う
も
「
柳
葉
ル
イ
ラ
ソ
ウ
」
の

よ
う
で
す
。
ル
イ
ラ
ソ
ウ
の
漢
字
は
不
明
で

す
が
、
外
来
種
の
よ
う
な
名
前
で
す
。
ど
な

た
か
ご
存
知
で
し
た
ら
教
え
て
下
さ
い
。

楚
々
と
し
た
花
の
割
に
は
丈
夫
で
、
挿
し
木

も
で
き
そ
う
で
す
し
、
芝
生
の
中
で
は
こ
ぼ

れ
種
が
芽
を
出
し
て
い
ま
す
。 

 

 
 

む
か
し
ば
な
し
（
３４
） 

 
 
 
 
 

― 

池
袋
と
常
盤
台
の
間 

― 
  

「
東
武
鉄
道
百
年
史
」
に
よ
る
と
、
ご
く
初
め
の
頃

は
、
東
上
線
の
池
袋
か
ら
成
増
ま
で
に
、「
常
盤
台
」
駅

（
旧
名
武
蔵
常
盤
）
が
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、「
上
板
橋
」
駅
と
「
下
板
橋
」
駅
し
か
な
か
っ
た
の

だ
。
池
袋
か
ら
坂
戸
町
ま
で
の
駅
は 

 

池
袋
―
下
板
橋
―
上
板
橋
―
成
増
―
膝
折
―
志
木
―

綾
瀬
―
上
福
岡
―
新
河
岸
―
川
越
西
町
―
川
越
町
―
的

場
―
坂
戸
町 

と
な
っ
て
い
る
。 

 

「
中
板
橋
」
駅
は
、
遊
泉
苑
と
い
う
石
神
井
川
沿
い

に
作
ら
れ
た
プ
ー
ル
の
利
用
の
た
め
、
夏
季
だ
け
に
設

け
ら
れ
た
臨
時
駅
だ
っ
た
の
が
定
着
し
た
も
の
。「
武
蔵

常
盤
」
駅
は
ご
存
知
の
と
お
り
、
昭
和
十
年
に
常
盤
台

分
譲
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
後
「
常
盤
台
」

と
改
称
、
表
記
も
「
と
き
わ
台
」
と
な
っ
た
。 

「
中
板
橋
」
駅
と
「
常
盤
台
」
駅
は
直
線
で
結
ば
れ
、

距
離
も
近
い
の
で
、
ホ
ー
ム
の
端
で
友
達
同
士
が
見
え

る
か
な
ぁ
と
手
を
振
り
合
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

今
で
も
子
供
が
し
て
い
る
遊
び
か
も
し
れ
な
い
。 

か
つ
て
は
今
の
「
大
山
」
駅
と
「
下
板
橋
」
駅
と
の

間
の
陸
橋
の
あ
た
り
に
、「
金
井
窪
」（
昭
和
六
年
開
設
）」

と
い
う
駅
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
「
北
池
袋
」
駅
は
昭

和
二
六
年
に
で
き
た
比
較
的
新
し
い
駅
な
の
だ
が
、
そ

れ
以
前
に
は
「
東
武
堀
之
内
」（
昭
和
九
年
開
設
）
と
い

う
駅
が
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
昭
和
二
十
年
四
・
五
月
に

戦
火
に
よ
っ
て
消
失
し
、
戦
後
そ
れ
ぞ
れ
「
大
山
」
駅
・

「
北
池
袋
」
駅
と
し
て
復
興
し
た
の
で
あ
る
。 

「
金
井
窪
」
「
東
武
堀
之
内
」、
こ
の
二
つ
の
駅
名
を

知
っ
て
い
る
人
は
、
七
十
以
上
の
方
で
あ
ろ
う
。 

       

 
 

疑
問
だ
ら
け
の
世
の
中 

 

タ
カ
ラ
レ
ー
ベ
ン
の
民
事
訴
訟
と
藤
和
マ
ン
シ
ョ
ン

の
行
政
訴
訟
と
、
常
盤
台
住
民
は
こ
の
数
年
間
で
二
つ

も
マ
ン
シ
ョ
ン
紛
争
を
経
験
し
て
い
る
。 

既
に
藤
和
マ
ン
シ
ョ
ン
も
完
成
し
て
し
ま
っ
た
が
、

行
政
訴
訟
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
。
何
故
こ
ん
な
に
時
間

が
か
か
る
か
と
い
え
ば
、
前
置
主
義
と
い
う
制
度
が
あ

る
の
も
一
因
だ
。
裁
判
所
に
訴
え
る
前
に
、
建
築
審
査

会
や
開
発
審
査
会
の
審
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
お
手
盛
り
人
事
の
審
査
員
？
が
下

す
裁
決
を
何
ヶ
月
も
待
た
ね
ば
進
ま
な
い
。
い
わ
ば
建

物
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
引
き
伸
ば
し
制
度
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

小
泉
改
革
（
何
を
改
革
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
）
の
功

罪
を
問
う
な
ら
、
罪
の
方
の
典
型
は
建
築
の
規
制
緩
和

だ
っ
た
。
際
限
な
く
緩
和
さ
れ
、
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に

有
利
に
運
用
解
釈
さ
れ
る
建
築
基
準
法
が
大
手
を
ふ
る

い
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
醜
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
が
出

来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
赤
跡
地
・
玉
川
学
園
・
青

葉
台
三
丁
目
・
二
子
玉
川
・
澁
谷
鶯
谷
・
・
・
。
日
本

は
「
観
光
立
国
」
を
目
指
す
の
で
は
な
か
っ
た
か
？ 

住
民
訴
訟
が
こ
ん
な
に
多
い
国
は
、
い
わ
ば
無
法
国

家
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
と
も
な
国
な
ら
と
っ
く

に
何
か
賢
明
な
対
策
を
立
て
て
い
た
筈
だ
。 

 

一
方
で
は
裁
判
員
制
度
が
始
ま
り
、
耳
目
を
集
め
て

い
る
が
、
な
ぜ
殺
人
の
よ
う
な
事
件
か
ら
始
め
る
の
だ

ろ
う
。
こ
う
い
う
行
政
訴
訟
の
よ
う
な
人
の
生
命
と
は

無
関
係
の
分
野
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
の
に
。 

疑
問
だ
ら
け
の
世
の
中
、
は
た
し
て
今
度
の
選
挙
で

少
し
は
変
わ
る
だ
ろ
う
か
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踏み切り際にどんどん高いマンションが立ち上がって行きます。日照被害・風害も出ています

が、規制緩和された建築基準法のもとでは、法的には問題がないとされてしまうのが現状です。 

 

＊ どうしてこんなに時間がかかるのか 

私達もタカラレーベンの民事訴訟で懲りていたのですが、どんな手段を使っても、建築業者

の利益は最大限守られるように法律はできています。そこには都市計画的な調和や景観や環

境といった高次なものの見方は全く捨て去られています。 

また、前置主義と言って、訴訟に踏み込む前に、開発審査会や建築審査会の審査を経なけれ

ば生らない仕組みになっているのです。審査員は行政庁の任命制です。中には住民側に立っ

た裁決も出ますが、圧倒的に行政側に有利な裁決が出されています。それに何ヶ月もかかり、

その間、建物はどんどん建ってしまうのです。 

裁判になってからも、裁判所・被告側弁護士・原告側弁護士の日程が揃わなければ法廷は開

かれません。慎重にやって欲しいと同時に、なんとか早められないのか、じりじりする思い

です。 

＊「景観ガイドライン」は有効ではないのか 

残念ながらこの街にガイドラインが施行される直前に建築確認されています。板橋区もガイ

ドライン成立を知りながら、開発にからんで業者に有利に許可を下ろしました。それで行政

不服訴訟にしたのです。 

＊踏み切り際の交通状態から、警察が待ったをかけないのか 

警察の許可はあきれたものでした。 

 

＊ 今後はどうなってしまうのか 

＊ 区は何もしないのか 

＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルルームが隣の上板橋にできたのも、反対が強いのをはばかってのことでしょう。 

 

 

 

 

 

 


